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事 務 連 絡 

和元 10 15 日 

 

都 府  

各 指定都市 護保険担当主管部 局  御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

高 齢 者 支 援 課 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

 

和元 風第 19号 伴う災害  

護報酬等 扱い い  

 

般 和元 風第 19号 伴う災害 い 被災地域 広範 及ぶ

緊急的 対応 必要 あ 護報酬等 扱い い 記

整理 い  

管内市 村及びサ ビ 事業所等 周知を徹底 頂

う く 願いい  

事業所等 被災 一時的 指定等 係 基準 指

定等基準 いう 護報酬 基 サ ビ 費や加算 算定要件を満

く 場合等 あ 示 例示 あ そ 他 柔

軟 扱いを妨 い を申 添え  

 

記 

 

．各サ ビ 共通事項 

(1) 新 護 必要 場合 要 護認定 扱い 

被災等 他 市 村 避難 者 い 新 護 必要

場合 避難先 市 村 い 要 護認定 事務を 行 事後的

避難元 市 村 報告 等 柔軟 扱い 差 支え い  

そ 認定 重複を避 能 範 あ 避難前 市

村 連絡を 等 適 対応を い  

 



2 

 

(2) 避難所や避難先 家庭等 い 居宅サ ビ を提供 場合 

避難所や避難先 家庭等 生活 い 要 護者及び要支援者 対

居宅サ ビ を提供 場合 い 護報酬 算定 能 あ  

サ ビ 提供 当 市 村 地域包 支援 ンタ 指定居

宅 護支援事業所等 連携を 限 ケアプ ン 沿 必

要 護サ ビ を確保 う  

 

(3) 被災等 護保険施設等 入所者 一時的 護保険施設

や 療機関等 避難 い 場合 

護保険施設や 療機関等 一時的 避難 い 場合 原則

避難先 施設等 入所 入院等を行い 避難先 施設等 施設 護サ

ビ 費や診療報酬を請求  

一時的避難 緊急性 高く手 間 合わ い等や を得 い

場合 提供 い サ ビ を 提供 い 保

険者 断 避難前 護保険施設等 施設 護サ ビ 費等

を請求 避難先 護保険施設や 療機関等 対 必要 費用を支

払う等 扱い 差 支え い  

 

(4) や を得 い理由 避難者を居室 外 場所 処遇 場合 

被災等 避難者 護保険施設等 入所 場合 い や を

得 い理由 当該避難者を静養室や地域交流 ペ 等居室 外

場所 処遇を行 従来型多床室 護報酬を請求

差 支え い 来処遇 場所 外 場所 サ

ビ 提供 長期的 行わ 適 い 適 サ ビ を

提供 能 入 先等 確保  

 

(5) 認知症専門ケア加算 算定要件 い 般 災害等や を得

い事情 新規利用者 入 等を行 事業所 い 認知

症専門ケア加算 要件 算出 当該利用者数等を除外 差 支え

い  

 

(6) サ ビ 提供体制強化加算 算定要件 い 般 被災等

護職員等 増員や新規利用者 入 等を行 事業所 い

サ ビ 提供体制強化加算 資格者等 割合 計算 当該職員

及び利用者数等を除外 算出 い サ ビ 提供体制強化

加算 算定要件 定期的 会議 開催を求 い サ ビ い
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般 被災等 や を得 当該要件を満 く

場合 い 当該加算 算定 能 あ  

 

(7) サ ビ 事業所等 被災 一時的 指定等基準や 護報

酬 算定要件 係 人員基準を満 く 場合 

指定等基準や基 サ ビ 費 係 施設基準 基準 人員配置を

場合 算定 能 加算 護体制加算 資格者等を配置

規定 行為を実施 場合 算定 能 加算 個 機能訓練加算

い 利用者 処遇 配慮 柔軟 対応 能 あ  

 

(8) 被災 賃金改善実施期間内 処遇改善 困難 場合

処遇改善加算 護予防 日常生活支援総合事業 い 護職員処遇改善

加算及び 護職員等特定処遇改善加算相当 事業を実施 い 場合を含

扱い い  

 賃金改善計 賃金改善実施期間内 賃金改善 困難 場合 

賃金改善計 賃金改善実施期間を 和元 10 降 設

定 い 処遇改善加算 申請事業者 い 被災

当該計 期間中 賃金改善 実施 困難 事例 想定

あ  

う 事業者 い 被災 伴い 賃金改善計 内 処

遇改善加算 従業者 支給 困難 期間を超え 処遇改善

加算 従業者 支給 見込 場合 都 府 等

断 い 当該 度 賃金改善実施期間を超え 従業者 対 支

給 処遇改善加算 額を賃金改善額 認 差 支え い

 

 実績報告書 扱い 

場合 事業者 実績報告書 扱い い 各事業 度

最終 加算 支払い あ 翌々 日 都 府 知

事等 対 実績報告書を提出 い 般 被災状

況を踏 え 都 府 等 断 い 提出期限を適宜延長

 

 

．サ ビ 種  

(1) 訪問 護 

  特定事業所加算 

 特定事業所加算 算定要件 あ 定期的 会議 開催やサ ビ 提
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供前 文書 指示 サ ビ 提供後 報告 い 般 被災等

や を得 当該要件を満 く 場合 い

当該加算 算定 能 あ  

 般 被災等 護職員等 増員や新規利用者 入 サ

ビ 提供回数 増等を行 事業所 い 特定事業所加算

資格者等 割合や重度要 護者等 割合 計算及び配置 サ ビ

提供責任者 員数 計算 当該職員及び利用者数等を除外 算

出 い  

 そ 他 

  般 被災等 訪問 護等 従事 護職員 足 場合

例え 一時的 通所 護事業所 職員 護職員初任者研修修了者 を

わ 従事 通常 護保険法第 75条等 規定 出

を行う必要 あ 緊急性 高 鑑 出時期 猶予等 柔軟 運

用を 被災者等 サ ビ 確保 い  

成 11 4 20日 全国課長会議 い 運営規程 内容

う 従業者 職種 員数及び職務 内容 い そ 変更

出 う 一定 時期 行う 足 旨 周知を行

適宜参照 い  

 

 (2) 通所 護 認知症対応型通所 護 地域密着型通所 護 療養通所 護 

般 被災等 通所 護事業所等 浴槽等 入浴設備 損壊

入浴サ ビ 提供 く 場合 あ 事業所 利用者 ニ

を確認 清 部 浴 入浴 準 サ ビ を提供 い

認 入浴 加算又 入浴 体制加算 算定 能

あ  

 

(3)  護予防通所 ハビ テ シ ン 

般 被災等 護予防通所 ハビ テ シ ン 休業 利

用者 対 護予防サ ビ 支援計 基 く適 利用回数等

サ ビ 提供 場合 当該利用者 い 日割

計算を行う  

一方 休業 影響を 適 利用回数等 サ ビ を提供

利用者 い 日割 計算 行わ い  

日割 計算 方法 総日数 災害 影響 休業 期

間 定期休業日を含 を差 引い 日数 い 請求
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護予防通所 ハビ テ シ ン 燃料 調 困難 あ

送迎 支 生 適 利用回数等 サ ビ

提供 場合 同様 扱い  

 

(4)  訪問 ハビ テ シ ン 通所 ハビ テ シ ン 

社会参加支援加算 算定要件 い  

般 災害等や を得 い事情 新規利用者 入 等を行

事業所 い 社会参加支援加算 要件 算出 当該利用者数等

を除外 差 支え い  

 

(5) 通所 護 通所 ハビ テ シ ン 

中重度者ケア体制加算 算定要件 い  

般 災害等や を得 い事情 新規利用者 入 等を行

事業所 い 中重度者ケア体制加算 要件 算出 当該

利用者数等を除外 差 支え い 通所 護 認知症加算

い 同様 あ  

 

(6) 護予防通所 ハビ テ シ ン 護予防訪問 ハビ テ シ

ン 通所型サ ビ 総合事業  

事業所評価加算 算定要件 い  

般 災害等や を得 い事情 新規利用者 入 等を行

事業所 い 事業所評価加算 基準 要件 算出 当該

利用者数等を除外 差 支え い  

 

(7) 短期入所生活 護 

    短期入所生活 護 長期利用者 対 減算 自費利用 を挟

実質連 30 日を超え 利用者 い 基 報酬を減算

い 般 被災 在宅 戻 や を得 短期入所生活 護を

い 場合 適用 い 扱い 能 あ  

 

 (8) 護予防 福祉用具貸  

   被災前 使用 い 福祉用具 滅失又 破損 場合 再度 貸

を 能 あ  

 

(9) 特定 護予防 福祉用具販売 

    被災前 購入 い 特定 護予防 福祉用具 滅失又 破損 再
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度同一 福祉用具を購入 場合 護保険法施行規則第 70条第 2項

定 特 事情 あ 当該購入 係 費用 対 保

険給付 能 あ  

 

 (10) 居宅 護支援 

   護支援専門員 担当 件数 40件を超え 場合 

    被災地や被災地 避難者を 入 場合 い 護支援専門

員 や を得 一時的 40件を超え 利用者を担当

場合 い 40 件を超え 部 い 居宅 護支援費 減額を

行わ い 能 あ  

   利用者 居宅を訪問 い場合 

    被災 交通手段 寸断等 利用者 居宅を訪問 い等

や を得 一時的 基準 運用 困難 場合 居宅 護支援費

減額を行わ い 能 あ  

   特定事業所集中減算 

    被災地 い ケアプ ン サ ビ を位置付 訪問 護

事業所 閉鎖 や を得 一時的 特定 事業所 サ ビ

集中 を得 い場合 減算を適用 い 扱い 能 あ  

 

 (11)  護保険施設 ※  

   避難前 避難後 ケアを行 い 場合 

    避難前 施設等 い ニットケアを い 利用者 避難先

い 従来型個室 異 環境 サ ビ を い 場合 避

難前 施設等 い 提供 い サ ビ ニットケア を

提供 い 断 従前 算定 請求 差

支え い  

    来処遇 場所 外 場所 サ ビ 提供

長期的 行わ 適当 い 適 サ ビ を提供

入 先等 確保  

   ニット型個室を多床室 使用 場合 

    避難者を 入 入所 施設 い ニット型個

室 使用 い 部 を多床室 利用 場合 提供

ニットケア 提供 い 断

利用者 了解を得 利用者及び被災者 双方

い ニット型個室 請求 差 支え い  

来処遇 場所 外 場所 サ ビ 提供



7 

 

長期的 行わ 適当 い 適 サ ビ を提供

入 先等 確保  

   被災地 施設基準 考え方 い  

    被災地 護保険施設 災害等や を得 い事情 要 護者を

入所又 入院 指定等基準 基 施設サ ビ 費及び

加算 係 施設基準 い 被災前 を満 い 護保険

施設 当該基準を満 く 場合 あ 当面 間 直

施設基準 変更 出を行う必要 い  

   被災地 外 施設基準 考え方 い  

    被災地 外 護保険施設 災害等や を得 い事情 要 護

者を入所又 入院 場合 あ 指定等基準 基 施設サ ビ

費及び加算 係 施設基準 い 当面 間 被災地 入

入所者又 入院患者を除い 算出  

 

※ 護老人保健施設 病院 診療所及び 護 療院 行わ 護

予防 短期入所療養 護を含 及び い 護予防 短期入所

生活 護を含  

 

 

 


